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衛
生
材
料
支
給
券
を
交
付
し
ま
す

問

高
齢
福
祉
介
護
課
（
☎
６
５
ー
７
７
８
９
）

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
（
☎
６
５
ー
６
５
１
８
）

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
な
ど
に
衛

生
的
に
す
ご
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
紙
お
む
つ
等
支
給
券
を
４
月
中
旬
頃
に
交
付
し

ま
す
。

【
支
給
内
容
】

　

２
万
７
千
円
分
の
支
給
券
（
９
月
30
日
ま
で
利
用
可
）

【
集
中
受
付
期
間
】

　

３
月
１
日
（
水
）
〜
15
日
（
水
）
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

【
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
人
】

※

施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
や
病
院
に
入
院
中
の
人
、
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
で
紙
お

　

む
つ
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
は
除
く

申
請
時
に
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

○
次
の
ア
〜
ウ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　

ア
要
介
護
３
、
４
、
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る

　

イ
身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体
不
自
由
）
１
級
、
２
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
（
３
歳
以
上
）

　

ウ
療
育
手
帳
Ａ
１
、
Ａ
２
の
交
付
を
受
け
て
い
る
（
３
歳
以
上
）

○
申
請
日
前
６
か
月
の
う
ち
３
か
月
以
上
在
宅
生
活
を
し
て
い
た

○
常
時
お
む
つ
が
必
要
で
、
現
在
も
使
用
し
て
い
る

○
世
帯
の
平
成
27
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税

○
市
税
、
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
人

【
持
ち
物
】

　

申
請
書
・
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
は
お
持
ち
の
手
帳

※

申
請
書
は
該
当
者
に
送
付
し
て
い
る
ほ
か
、
窓
口
に
も
あ
り
ま
す
。

※

今
後
、
新
た
に
対
象
と
な
っ
た
場
合
は
随
時
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

申
請
先

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人…

高
齢
福
祉
介
護
課
〈
東
館
１
階
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問

高
齢
福
祉
介
護
課
（
☎
６
５
ー
７
７
８
９
）

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
（
☎
６
５
ー
６
５
１
８
）

　

在
宅
で
生
活
を
し
て
い
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
に
自
宅
訪
問

に
よ
る
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
券
を
４
月
中
旬
頃
に
交
付
し
ま
す
。

【
支
給
内
容
】

　

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
（
散
髪
の
み
）
１
枚
（
９
月
30
日
ま
で
利
用
可
）

※

申
請
時
に
、
利
用
す
る
理
美
容
店
を
選
択
し
ま
す
。

【
自
己
負
担
額
】

　

原
則
利
用
料
の
１
割
（
４
５
０
円
）

【
受
付
期
間
】

　

３
月
１
日
（
水
）
〜
15
日
（
水
）
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

【
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
人
】

※

施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
、
病
院
に
入
院
し
て
い
る
人
な
ど
は
除
く

《
共
通
要
件
》
３
月
１
日
現
在
で
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

○
平
成
28
年
９
月
〜
平
成
29
年
２
月
の
間
で
３
か
月
以
上
在
宅
で
生
活
し
て
い
る

○
世
帯
の
平
成
27
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税

○
市
税
、
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る

《
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の
要
件
》

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
65
歳
以
上
で
要
介
護
４
・
５
の
認
定
を

　

受
け
て
い
る

●
65
歳
未
満
で
要
介
護
４
・
５
の
認
定
を

　

受
け
て
お
り
、
同
居
人
の
す
べ
て
が
65

　

歳
以
上
ま
た
は
下
記
①
〜
③
の
い
ず
れ

　

か
の
手
帳
を
持
っ
て
い
る

※

申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

申
請
先

　

高
齢
福
祉
介
護
課
〈
東
館
１
階
〉

　

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

《
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
の
要
件
》

　

次
の
両
方
に
該
当
す
る
人

○
次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
持
っ
て
い
る

　

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体
不
自
由
・

　
　

視
覚
・
内
部
）
１
、
２
級

　

②
療
育
手
帳
Ａ
１
、
Ａ
２

　

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
、
２
級

○
同
居
人
の
す
べ
て
が
65
歳
以
上
ま
た
は

　

前
記
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を

　

持
っ
て
い
る

【
持
ち
物
】

　

お
持
ち
の
手
帳

※

申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

申
請
先

　

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
〈
西
館
１
階
〉

　

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

第
10
次
長
浜
市
交
通
安
全
計
画
を

策
定
し
ま
し
た

問

市
民
活
躍
課
（
☎
６
５
ー
８
７
１
１
）

　

交
通
安
全
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た

め
、「
第
10
次
長
浜
市
交
通
安
全
計
画
（
平
成
28
年
度
〜
32

年
度
）」
を
策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
交
通
安
全
対
策

基
本
法
に
基
づ
き
、
長
浜
市
交
通
安
全
対
策
会
議
が
国
や

県
、
警
察
な
ど
の
関
係
機
関
や
団
体
等
か
ら
意
見
を
聞
い

て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
計
画
で
は
、
市
民
と
協
働
し
な
が
ら
、
本
市
の
実

情
に
即
し
た
各
種
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
で
、
交
通
事
故

の
発
生
と
死
傷
者
の
減
少
を
目
指
し
ま
す
。

目
標

●
年
間
交
通
事
故
発
生
件
数　

３
７
０
件
以
下

　

（
平
成
27
年　

４
２
０
件
）

●
年
間
交
通
事
故
死
傷
者
数　

４
０
０
人
以
下

　

（
平
成
27
年　

５
３
０
人
）　

長
浜
市
に
お
け
る
事
故
の
特
徴

●
高
齢
者
の
交
通
死
亡
事
故
が
多
い

 

（
死
者
数
の
約
７
割
は
高
齢
者
）

●
自
転
車
の
事
故
が
多
い

 

（
県
全
体
に
比
べ
発
生
割
合
が
高
い
）

●
交
差
点
で
の
事
故
が
多
い

 

（
事
故
の
４
割
以
上
が
交
差
点
で
発
生
）

　

本
市
の
事
故
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
と
子
ど
も
の
安

全
確
保
、
歩
行
者
と
自
転
車
の
安
全
確
保
、
交
差
点
に
お
け

る
安
全
確
保
を
重
点
項
目
と
し
て
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

重
点
項
目
の
対
策
と
し
て
実
施
す
る
主
な
施
策
例

●
幅
広
い
世
代
へ
の
段
階
的
か
つ
体
系
的
な
交
通
安
全
教

　

育
・
啓
発
の
推
進
（
参
加
・
体
験
・
実
践
型
、
外
部
専

　

門
機
関
の
活
用
）

●
歩
行
者
や
他
の
車
両
に
配
慮
し
た
自
転
車
の
正
し
い
乗
り

　

方
や
自
転
車
の
歩
道
通
行
時
に
お
け
る
ル
ー
ル
の
周
知

●
歩
道
交
差
点
等
の
整
備
・
改
良
に
よ
る
安
全
確
保
の
推
進

「
避
難
準
備
情
報
」
の

  

名
称
が
変
わ
り
ま
し
た

問

防
災
危
機
管
理
局
（
☎
６
５
ー
６
５
５
５
）

　

国
で
は
、
平
成
28
年
８
月
に
岩
手
県
岩
泉
町
で
発
生
し
た

台
風
第
10
号
に
よ
る
災
害
を
踏
ま
え
て
、
避
難
に
関
す
る
情

報
提
供
の
あ
り
方
等
の
見
直
し
が
検
討
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
、
平
成
28
年
12
月
26
日
か

ら
避
難
準
備
情
報
の
名
称
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
違
い
を
理
解
し
、
い
ざ
と
い
う
と
き

の
避
難
行
動
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始

・
い
つ
で
も
避
難
が
で
き
る
よ
う  

　

準
備
を
し
ま
し
ょ
う
。
身
の
危

　

険
を
感
じ
る
人
は
、
避
難
を
開

　

始
し
ま
し
ょ
う
。

・
避
難
に
時
間
を
要
す
る
人
（
高

　

齢
の
人
、
し
ょ
う
が
い
の
あ
る

　

人
、
乳
幼
児
等
）
は
避
難
を
開

　

始
し
ま
し
ょ
う
。

避
難
勧
告

・
避
難
場
所
へ
避
難
を
し
ま
し
ょ
う
。

避
難
指
示
（
緊
急
）

・
ま
だ
避
難
し
て
い
な
い
場
合
は
、

　

直
ち
に
そ
の
場
か
ら
避
難
を
し

　

ま
し
ょ
う
。

・
外
出
す
る
こ
と
で
か
え
っ
て
命

　

に
危
険
が
お
よ
ぶ
よ
う
な
状
況

　

で
は
、
自
宅
内
の
よ
り
安
全
な

　

場
所
に
避
難
を
し
ま
し
ょ
う
。

長
浜
市
市
民
協
働
推
進
会
議
の
委
員
募
集

問

市
民
活
躍
課
（
☎
６
５
ー
８
７
１
１
）

　

市
民
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
総
合
的
か
つ
計
画
的

に
推
進
す
る
た
め
、
「
第
２
期
長
浜
市
市
民
協
働
推
進
計

画
」
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
計
画
の
進
行
管
理
や
、
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
市
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
審
議
す
る
市
民
協

働
推
進
会
議
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

【
対　
　

象
】
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
20
歳
以
上
で
、
市

　
　
　
　
　
　

 

民
協
働
な
ど
に
関
心
の
あ
る
人

【
任　
　

期
】
２
年
（
報
酬
あ
り
）

【
定　
　

員
】
１
人

【
募
集
期
限
】
３
月
15
日
（
水
）

【
応
募
方
法
】
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
ま

　
　
　
　
　
　

た
は
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か

　
　
　
　
　
　

 

で
左
記
ま
で
。

※

応
募
用
紙
は
返
却
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
選
考
時
に
は
、

　

記
入
い
た
だ
い
た
意
見
を
重
視
す
る
ほ
か
、
活
動
内
容

　

を
参
考
に
し
ま
す
。

※

応
募
用
紙
は
担
当
課
お
よ
び
各
支
所
に
あ
り
ま
す
。
市

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

応
募
先

　

市
民
活
躍
課
〈
西
館
３
階
〉

　

〒
５
２
６―

８
５
０
１　
　

八
幡
東
町
６
３
２

　

□FAX 

６
５―

６
５
７
１

　
　

katsu
yaku

@
city.n

agah
am
a.lg.jp

避 難 指 示

避 難 勧 告

避難準備情報

〈変更前〉 〈変更後〉

避難指示(緊急)

避　難　勧　告

避難準備・高齢者等避難開始


